
議   第  １１７  号   

令和 ３ 年 ２ 月１９日提出   

 

   熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改 

   正について 

 

 熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように

改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 

 熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第

１０５号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次及び第１章の章名を削る。 

 第１条中「（以下この章において「最低基準」という。）」を削る。 

第２条及び第３条を次のように改める。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「省令」という。）において使用する用語

の例による。 

 （児童福祉施設の設備及び運営に関する基準） 

第３条 次条から第７条までに定めるもののほか、法第４５条第１項の規定により条

例で定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、省令に定める基準（省令

の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

２ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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省令第２条 都道府県知事 市長 

省令第３条

第１項 

都道府県知事 市長 

その管理に属する法第８条第２項

に規定する都道府県児童福祉審議

会（社会福祉法（昭和２６年法律

第４５号）第１２条第１項の規定

により同法第７条第１項に規定す

る地方社会福祉審議会（以下この

項において「地方社会福祉審議会」

という。）に児童福祉に関する事

項を調査審議させる都道府県にあ

つては、地方社会福祉審議会） 

熊本市社会福祉審議会条例（平

成１２年条例第３３号）第１条

に規定する熊本市社会福祉審議

会 

省令第３条

第２項 

都道府県 市 

省令第３２

条第２号 

又は １人につき４．９５平方メート

ル以上、 

１．６５平方メートル ３.３平方メートル 

省令第３２

条第３号 

又は １人につき４．９５平方メート

ル以上、 

省令第３２

条第５号 

付近にある屋外遊戯場に代わるべ

き場所を含む 

建物と同一敷地内又はこれに隣

接する敷地内にあるもの（公園

等を除く。）に限る 

省令第３２

条の２第５

号 

提供するよう努める 提供する 

省令第３８

条第２項第

６号 

児童厚生施設の設置者（地方公共

団体以外の者が設置する児童厚生

施設にあつては、都道府県知事） 

市長 

省令第６２ 付近にある屋外遊戯場に代わるべ 建物と同一敷地内又はこれに隣
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条第１号 き場所を含む 接する敷地内にあるものに限る 

 第４条から第２０条までを削り、第２１条を第４条とし、第２章から第７章まで、

第８章の章名及び第６７条から第７５条までを削り、第７６条を第５条とし、第７７

条を第６条とし、第９章の章名及び第７８条から第８２条までを削る。 

第８３条を次のように改める。 

（準用） 

第８３条 前２条の規定は、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター及

び医療型児童発達支援センターについて準用する。 

 第８３条を第７条とし、第８４条及び第１０章から第１４章までを削る。 

 附則第２条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（経過措置）」を付し、同

条を次のように改める。 

第２条 この条例の施行の際現に存する保育所については、当分の間、第３条第２項

の規定（省令第３２条第５号の規定の読替えに係る部分に限る。）は、適用しない。 

 附則第３条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。 

第３条 この条例の施行の際現に存する福祉型児童発達支援センターについては、当

分の間、第３条第２項の規定（省令第６２条第１号の規定の読替えに係る部分に限

る。）は、適用しない。 

附則第４条から第９条まで、第１０条の前の見出し及び同条から附則第１３条まで

を削る。 

 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第１０号）の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）の一部改正に伴い、児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準を見直すため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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